
－１－ 

平成19年第３回安城市議会定例会付議案件 

 
 

仮番 内                容 

議 案 番 号 認定第１号 

議 案 名 平成１８年度安城市一般会計歳入歳出決算について 

１ 

摘 

 

 

 

 

要 

 

                                   資料別添 

 

 

 

 

 

議 案 番 号 認定第２号 ～ 認定第１３号 ２ 

〜 議 案 名  平成１８年度安城市特別会計歳入歳出決算について 

13 

摘 

 

 

 

 

要 

 国民健康保険事業 交通災害共済事業 土地取得 有料駐車場事業 下水道事業 老人

保健事業 安城北部土地区画整理事業 安城新幹線駅周辺土地区画整理事業 安城作野土

地区画整理事業 農業集落排水事業 安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業 介護保険事

業の１２会計 

 

                                   資料別添 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 案 番 号 認定第１４号 

議 案 名  平成１８年度安城市水道事業会計決算について 

14 

摘 

 

 

 

 

要 

 

                                   資料別添 

 



－２－ 

仮番 内                容 

議 案 番 号 第４８号議案 

議 案 名 
 安城市職員退職手当支給条例及び安城市企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

15 

摘 

 

 

 

 

要 

 雇用保険法の改正に伴うもの              １（１）、２－19.10. 1～ 

                     １（２）－22. 4. 1～ 

 

１ 安城市職員退職手当支給条例の一部改正 

（１）失業者の退職手当のうち、雇用保険制度における基本手当に相当するものとして支

給する退職手当の受給資格要件の変更 

    勤続期間６月以上で退職した職員 → 勤続期間１２月以上で退職した職員 

 

（２）失業者の退職手当を支給しない場合について定めた規定の改正 

   船員保険法の規定により退職手当に相当する給付の支給を受ける者に対して退職手

当を支給しない旨を定めた規定を削る。 

 

２ 安城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

失業者の退職手当のうち、雇用保険制度における基本手当に相当するものとして支給

する退職手当の受給資格要件の変更 

   勤続期間６月以上で退職した職員 → 勤続期間１２月以上で退職した職員 

 



－３－ 

仮番 内                容 

議 案 番 号 第４９号議案 

議 案 名 
 安城市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

16 

摘 

 

 

 

 

要 

桜井福祉センターの新設に伴うもの                  20. 4. 1～ 

（指定管理者の指定の手続等

に係る規定は、公布の日～） 

１ 桜井福祉センターの新設 

（１）名称 安城市桜井福祉センター 

（２）位置 安城市桜井町新田２０番地 

（３）構成する施設 

  ア 安城市桜井老人福祉センター（老人の相談及び機能回復訓練に関する事業を行う

施設） 

  イ 安城市地域活動支援センター（身体障害者デイサービス事業及び障害者の相談に

関する事業を行う施設） 

（４）使用料 

金額 

午前 午後 夜間 全日 
区分 

午前9時～正

午 

午後1時～午

後4時30分 

午後 5時 30

分～午後9時 

午前9時～午

後9時 

多目的室１ 一般利用 310円 350円 460円 930円 

多目的室２ 一般利用 270円 310円 400円 810円 

多目的室３ 一般利用 330円 380円 500円 1,000円 

多目的室４ 一般利用 590円 690円 880円 1,770円 

会議室 一般利用 150円 180円 240円 480円 

調理実習室 一般利用 530円 610円 780円 1,580円 

調理台 １台 100円 100円 100円  

カラオケ設備 一式 1,000円 1,000円 1,000円  

 

２ 北部福祉センターの事業内容の変更 

  身体障害者デイサービス事業の廃止 

 

議 案 番 号 第５０号議案 

議 案 名 
 安城市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

17 

摘 

 

 

 

 

要 

城山保育園の移転及び名称の変更に伴うもの              20. 4. 1～ 

 

１ 名称 

  城山保育園 → さくら保育園 

２ 位置 

安城市桜井町阿原１８番地１ → 安城市桜井町新田２０番地 

 



－４－ 

仮番 内                容 

議 案 番 号  第５１号議案 

議 案 名 
 安城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例及び安城市せん定枝リサイク

ルプラントの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

18 

摘 

 

 

 

 

要 

事業系に係る一般廃棄物処理手数料等の適正化を図るもの        20. 4. 1～              

 

１ 安城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正 

事業系廃棄物に係る一般廃棄物処理手数料の改定 

（１）１００㎏につき８４０円 → １０㎏までごとに１００円 

（２）１回の搬入量が３０㎏未満の場合についても有料とする。 

 

２ 安城市せん定枝リサイクルプラントの設置及び管理に関する条例の一部改正 

業務上搬入されるせん定枝等処理手数料の改定 

１回の搬入量が３０㎏以下の場合についても有料とする。 

 

議 案 番 号 第５２号議案 

議 案 名 
 安城市都市計画法施行令第３１条ただし書の規定に基づく開発行為の許可の

基準を定める条例を廃止する条例の制定について 

19 

摘 

 

 

 

 

要 

 都市計画法の改正に伴うもの                     19.11.30～ 

 

 市街化調整区域における大規模な面積での開発行為に係る許可の基準を定めた条例の廃

止 



－５－ 

仮番 内                容 

議 案 番 号  第５３号議案 

議 案 名 
衣浦東部都市計画事業安城南明治第一土地区画整理事業施行規程の制定につ

いて 

 

20 

摘 

 

 

 

 

要 

安城南明治第一土地区画整理事業の施行に伴い、土地区画整理法    事業計画決定 

第５２条及び第５３条の規定により定めるもの             の公告があっ 

                                  た日～ 

 

１ 施行地区 

安城市末広町、花ノ木町、桜町、御幸本町及び相生町の各一部 

 

２ 費用の負担 

  事業に要する費用は、公共施設管理者負担金、国庫補助金、県負担金等を除き、施行

者が負担 

 

３ 土地区画整理審議会 

（１）委員の定数 １０人 

（２）委員の任期 ５年 

 

４ 地積の決定の方法 

（１）基準地積（換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積） 

の決定 

（２）基準地積が事実に相違すると認められる場合における当該基準地積の更正の手続 

 

５ 評価 

（１）評価員の定数 ３人 

（２）従前の宅地及び換地の価額の決定 

（３）所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権又は所有権以外の

権利の価額の決定 

 

６ 清算 

（１）清算金の算定 

（２）清算金の徴収又は交付 



－６－ 

仮番 内                容 

議 案 番 号  第５４号議案 

議 案 名  平成１９年度安城市一般会計補正予算（第３号）について 

21 

 

摘 

 

 

 

 

要 

 

資料別添 

議 案 番 号  第５５号議案 ～ 第５７号議案 

議 案 名  平成１９年度安城市特別会計補正予算について 

22 

 

24 
摘 

 

 

 

 

要 

 下水道事業（第１号） 安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業（第１号） 介護保険事

業（第１号）の３会計 

 

                                   資料別添 

 

 

議 案 番 号  第５８号議案 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

 

25 

摘 

 

 

 

 

要 

（仮称）中部福祉センター建設主体工事 

  場   所  安城市新田町地内 

  概   要  構造  鉄筋コンクリート造 

         面積  １階    ８９２．０１㎡ 

             ２階    ４３２．９５㎡ 

             計   １，３２４．９６㎡ 

         内容  機能回復訓練室 集会室 教養娯楽室 会議室 事務室ほか 

契約の方法  条件付一般競争入札 

 

※ 開札の日  平成１９年８月１７日（金） 

 

 

  

 

〜 



－７－ 

仮番 内                容 

議 案 番 号  第５９号議案 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

 

26 

摘 

 

 

 

 

要 

 安祥閣駐車場調整池整備工事 

  場   所  安城市安城町地内 

  概   要  構造  鉄筋コンクリート造 

         規模  面積  ８６７．３㎡ 

             容量  ２，６２０㎥ 

             深さ  ３．６ｍ 

         内容  地下貯留施設 排水施設ほか 

  契約の方法  条件付一般競争入札 

 

※ 開札の日  平成１９年８月１７日（金） 

 

議 案 番 号  第６０号議案 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

 

27 

摘 

 

 

 

 

要 

 安城北部土地区画整理事業 ２号緑地整備工事 

  場   所  安城市東栄町地内 

  概   要  構造  底版及び柱  鉄筋コンクリート造 

             受梁
うけばり

及び屋根版  プレストレストコンクリート造 

         規模  面積  ４，５４０㎡ 

             高さ  ５．３２ｍ 

         内容  人工地盤の設置 

  契約の方法  総合評価方式による条件付一般競争入札 

 

※ 開 札 の 日  平成１９年８月１７日（金） 

  落札者決定の日  平成１９年８月２１日（火） 

 



－８－ 

仮番 内                容 

議 案 番 号  第６１号議案 

議 案 名  土地区画整理事業に伴う町及び字の区域の設定及び変更について 

28 

摘 

 

 

 

 

要 

 衣浦東部都市計画事業安城作野土地区画整理事業の施行に伴うもの 

                                   別図参照 

（１）今本町五丁目
ごちょうめ

を画する区域 

今本町三丁目の一部 

（２）今本町四丁目に編入する区域 

今本町三丁目の一部 

（３）住吉町六丁目
ろくちょうめ

を画する区域 

住吉町二丁目及び住吉町四丁目の各一部 

（４）住吉町七丁目
ななちょうめ

を画する区域 

住吉町二丁目、住吉町三丁目、住吉町四丁目、住吉町荒曽根、住吉町大南、住吉町

作野、住吉町西荒曽根、住吉町東大丸山、住吉町丸田、篠目町新段留及び篠目町作野

の各一部 

（５）住吉町一丁目に編入する区域 

住吉町二丁目及び住吉町大西の各一部 

（６）住吉町二丁目に編入する区域 

住吉町四丁目の一部 

（７）住吉町三丁目に編入する区域 

住吉町荒曽根及び住吉町西荒曽根の各一部 

（８）住吉町五丁目に編入する区域 

住吉町一丁目、住吉町二丁目、住吉町四丁目、住吉町大西、住吉町唐池、住吉町作

野、住吉町丸田及び住吉町南長根の各一部 

（９）住吉町荒曽根に編入する区域 

住吉町西荒曽根、篠目町古林畔、篠目町新段留及び篠目町段留の各一部 

（１０）住吉町南長根に編入する区域 

住吉町大西及び住吉町唐池の各一部 

（１１）篠目町一丁目
いっちょうめ

を画する区域 

篠目町井原、篠目町井山、篠目町大向、篠目町小池、篠目町古林畔、篠目町段留及

び篠目町西ハゼ原の各一部 

（１２）篠目町二丁目
にちょうめ

を画する区域 

篠目町井原、篠目町小池、篠目町新段留及び篠目町段留の各一部 

（１３）篠目町三丁目
さんちょうめ

を画する区域 

住吉町四丁目、住吉町作野、篠目町小池、篠目町新段留、篠目町段留及び篠目町作

野の各一部 

（１４）篠目町四丁目
よんちょうめ

を画する区域 

住吉町荒曽根、篠目町古林畔、篠目町新段留及び篠目町段留の各一部 

（１５）篠目町古林畔に編入する区域 

篠目町段留の一部 

（１６）篠目町西ハゼ原に編入する区域 

篠目町大向の一部 

（１７）篠目町二タ又に編入する区域 

篠目町小池の一部 



－９－ 

仮番 内                容 

議 案 番 号  第６２号議案 

議 案 名 市道路線の廃止について 

 

29 

摘 

 

 

 

 

要 

 土地区画整理事業等に伴うもの 

   

廃止  １１路線 5,794.00ｍ 

 

 

議 案 番 号  第６３号議案 

議 案 名 市道路線の認定について 

 

30 

摘 

 

 

 

 

要 

 土地区画整理事業等に伴うもの 

 

 認定  １３路線 4,660.10ｍ 

 

   認定後の市道  3,708路線 1,236,936.28ｍ 

 

 

議 案 番 号  報告第１４号 

議 案 名  専決処分について 

31 

摘 

 

 

 

 

要 

交通事故による損害賠償の額の決定及び和解 

 

１ 損害賠償額     ４５，２４０円 

２ 事 故 内 容 

（１）発生日時      平成１９年４月１９日 午前１０時３０分ごろ 

（２）発生場所      安城市高棚町地内 

（３）経  過      上記地内の県道において、公用車が信号機のない交差点を通

過しようとしたところ、交差する市道から当該交差点へ進入し

た相手方車両と接触したもの 

３ 相手方の損害の程度 車体右前部の損傷 

４ 過 失 割 合     安城市３０％ 相手方７０％ 

５ 専決年月日     平成１９年７月２日 

 

議 案 番 号  同意第４号 

議 案 名  教育委員会委員の任命について 

32 

摘 

 

 

 

 

要 

委員 杉浦辰子の任期満了（平成１９年９月３０日）に伴う後任の任命 



－１０－ 

 


